
平成 23 年度事業計画 

                       
（全体概況） 

  平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、その被災者数と惨劇はもとより、地震

の規模、大津波、原子力発電の損壊、電力供給不足、製造拠点の大被害、漁業基盤の崩壊

など、極めて深刻な影響を日本にもたらしている。平成 23 年度の日本経済、神奈川県内の

景気動向を当面見通せる状況にはないといわざるを得ない。年初の自律回復、2 年連続の

プラス成長、雇用失業情勢の持ち直しという見通しも、急速な景況感の悪化など根底から

崩れたといっても過言ではない。 

  しかし、この国難ともいえる窮状をあらゆる部門の努力と協力により、乗り越えていか

なければならないということを肝に銘じ、当協会もその与えられた役割を懸命に全うして

いくことを、会員の皆様とともに決意を新たにするものである。 

 

こうした中で最も憂慮される雇用問題は、現状においては完全失業率 4％台後半と高止

まりし、有効求人倍率も 0.4 倍台に低迷しており、過去最低の就職内定率にみられる雇用

労働情勢の厳しさは続く情勢である。神奈川労働局、神奈川県の連携による「神奈川緊急

雇用対策本部」等を中心に各種対策が実施されているものの、予断を許さない状況である。

そして、突然の解雇・雇止めや賃金不払いなどの様々な個別紛争も増加している。引き続

き各企業、事業場は事業の再構築や競争力確保のための懸命な努力を行い、事業基盤の 

強化と雇用の安定化を図るとともに、労働法規のコンプライアンスを徹底しなければなら

ない。 

さらに、引き続き第 11 次労働災害防止推進計画に基づき、リスクアセスメントや労働

安全衛生マネジメントシステムの普及、メンタルヘルス対策等の健康確保対策、石綿対策

等の職業性疾病防止対策に取り組み、「安心・安全・健康な職場づくり」達成に向けた努力

を一層推進していかなければならない。 

 

そして、神奈川労務安全衛生協会は、これまで 3 年余の組織としての取り組みを重ねて

きた新公益法人資格の認定を神奈川県より取得し、平成 23 年 4 月 1 日に「公益社団法人 

神奈川労務安全衛生協会」として再出発した。明治 29 年民法制定以来の公益法人抜本改正

の趣旨は、多様化する社会のニーズを充足し、活力に満ちた社会を維持していくためには

行政部門や民間営利部門ではなく、民間の非営利活動の発展が喫緊の課題とし、民間団体

の自発的な公益事業の増進を目的としている。 

 そうした決意を新たにし、公益社団法人神奈川労務安全衛生協会として、神奈川県下 

事業場の適正な労働条件の確保、労働災害の防止、健康増進等のための活動を推進しなけ

ればならない。 

また、本年は我が国の産業界で自主的な「安全専一」という安全運動が開始されてから 

100 年目という節目である。 
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